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平成20年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その５ 

平成20年６月11日（水） 

                                           

                                   

（午後１時１分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番18、２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 まず、最初の質問は幼保一元化５カ年計画

についてです。 

 まず、１番、高野口こども園の引き継ぎ問

題について。 

 高野口こども園は小規模な５園を統廃合し

て200人規模の大規模園にするものです。また、

保育園児と幼稚園児を一緒に保育することに

なります。これだけでも子どもたちにとって

大きな変化で、不安と戸惑いが予想されます。 

 さらに、民間委託によって保育士も大幅に

変わることになります。子どもたちが安心し

てこども園に通えるようにするには引き継ぎ

期間を十分にとることが必要だと考えます。 

 昨年の９月議会で同僚議員ヘの答弁で健康

福祉部長は「平成20年11月に高野口こども園

の入園者が決定する予定ですので、市、市教

育委員会、保護者、法人との話し合いの場を

設けるとともに、平成21年１月から３月まで

の３カ月の引き継ぎ保育を実施していきた

い」と答弁されました。先日、産業文化会館

で行われました指定管理を受けた法人の説明

会に行きました。９月７日に入園説明会を行

い、10月以降、職員を地元中心に採用という

説明でした。引き継ぎ問題をどう位置づけ、

今後どのように取り組まれますか。 

 二つ目は、すみだこども園についてです。 

 幼保一元化５カ年計画によりますと、すみ

だこども園は平成22年度開園予定です。高野

口こども園と同じ進め方をするのであれば、

９月議会で条例の一部改正をすることになり

ます。すみだこども園の場合、一つの保育園

と三つの幼稚園の統廃合なので、四つの保育

園と一つの幼稚園の統廃合の高野口こども園

とは条件が違いますし、隅田地域の説明会で、

場所を含めていろいろな意見が出されたと聞

いています。まず、保護者、地元住民も参加

した（仮称）検討委員会を立ち上げることを

求めます。 

 二つ目の質問は介護保険についてです。 

 介護保険が始まり９年目を迎え、来年４月

からの介護保険料などを決める高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画策定推進委員会が

開かれることになっています。５月14日付朝

日新聞に、「介護保険改革提言へ、財政審「軽

度」は負担増も」という記事がありましたの

で、かいつまんで紹介をいたします。 

 「財政制度等審議会、財務省の諮問機関は、

13日の会合で６月にまとめる意見書に介護保

険制度の抜本的改革を盛り込む方針を決めた。

軽度の介護利用者に対する給付抑制、負担増

を検討課題にする見通し。財務省は提言に基

づき、 2009年度予算で社会保障費の伸びを

2,200億円分抑制する姿勢だ。高齢化の進展で、

介護給付の費用は、2000年度の制度開始以降、

２倍に膨らんで、2008年度は7.4兆円に達し、

65歳以上の人が払う保険料も全国平均で４割

増える見込みだ。想定を上回るペースで給付、

負担が拡大しており財政審はこの日、抜本的

な見直しをする時期にさしかかっているとい

う考えで一致した。 
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 財務省は、年内に予定される介護報酬の改

定に合わせて、制度の対象を体がより不自由

な人に絞り込みたい考えだ。財政審では、要

介護２、介護が必要とされる時間の目安が１

日70分未満以下の軽度の人に対する適用を見

直した場合の影響について、３通りの試算を

提出。財政負担や一人当たり平均の保険料の

軽減額を示した」。 

 この３通りの試算というのは、要介護２の

人を介護保険制度の対象外とした場合が一つ

です。二つ目が生活援助のみの人を対象外と

した場合、３番目に自己負担割合を１割から

２割に引き上げた場合。この三つの場合が新

聞の報道で行われています。 

 そこで四点について質問を行います。 

 一点目。介護保険の導入によって、橋本市

の介護サービスがどう変わったのか。 

 二点目、現在の要介護者の実態やサービス

利用状況はどうなっているのか。 

 三点目、軽度の介護利用者に対する給付抑

制、負担増が行われたら、実際の現場ではど

うなるのか。 

 四点目、介護保険料は３年ごとに引き上げ

られてきました。再度の引き上げは耐えられ

ないところまできていると思いますが、どう

お考えですか。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（森本健二君）登壇〕 

○健康福祉部長（森本健二君）介護保険制度

についてお答えします。 

 介護保険制度はご承知のとおり社会全体の

構造変化に対応すべく創設された社会保障制

度であり、社会全体で介護を支え合うという

仕組みがつくられたわけでございます。介護

保険制度がスタートしたのは平成12年度であ

りますが、それ以前の社会における介護の認

識としては、あくまで介護を必要とする方々

とその家族のテーマであるととらえられがち

であったようです。 

 本制度の創設により原則すべての40歳以上

の方が加入し、広く制度を支える仕組みとな

ったことにより、介護が社会全体のテーマで

あるとの認識が浸透する機会となったと感じ

ております。 

 サービス提供基盤においても、市内介護サ

ービス事業所数が、当時と比較して格段に増

加し、サービスニーズに対応しているところ

です。また、介護保険制度も平成12年度スタ

ート以来、介護サービスの提供重視から平成

17年の制度改正において介護予防重視型ヘの

転換がなされており、新たな予防給付の創設、

及び地域支援事業が創設されております。本

市においても、本制度の適正な運用により、

長くそれぞれが有する能力に応じ自立した日

常生活が送れるよう鋭意取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 次に、平成20年４月末現在における本市の

65歳以上の介護保険被保険者数（第１号被保

険者数）は１万5,062人、このうち要介護認定

者数は3,491人で認定率は約22%となっていま

す。認定者数の伸び率に目を向けますと、平

成18年９月末から１年間の伸び率は約1.2％

であり介護保険事業計画推計値の3.2％を大

きく下回っています。 

 また、サービス利用状況でありますが介護

給付費の実績によりますと、平成19年度決算

見込額は約39億円で前年度比約４％の伸びと

なっており、特に平成18年度から創設された

予防給付（介護予防サービス費）の伸びが、

前年度比約6,600万円、約67％の増と顕著であ

ります。 

 なお、平成18年度介護給付費決算及び19年

度決算見込額は、いずれも介護保険事業計画
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数値以内で推移しております。 

 次に、このほど財務省が財政制度等審議会

に示した三つの公費削減効果の試算案は、要

支援１から要介護２までの軽度者に対する給

付削減、自己負担の見直しに係る試算であり、

本市においてそれら試算案により影響を受け

る認定者数は、平成20年４月末時点で見ます

と2,359人であり全認定者数の約３分の２に

当たります。今回の財務省による試算は、利

用者の実情や、先に述べました平成17年度に

おける介護保険制度改正の中でサービス提供

重視型から介護予防重視型への転換が図られ

た状況等、厚生労働省における検討を経ず示

されたものであり、今後厚生労働省において

どのような議論がなされるか十分注意を払っ

ていきたいと考えております。 

 次に、介護保険制度では、保険給付を円滑

に実施するため、３年ごとに３カ年を１期と

した介護保険事業計画を策定することが義務

づけられています。計画はサービス給付と保

険料負担とのバランスを決めるという性格を

有しており、それらを踏まえたサービス提供

基盤いわゆる施設整備計画としての一面を有

していると言えます。 

 また、高齢者や要介護者の実態を把握する

ためのアンケート調査も重要項目であると考

えております。 

 第４期保険料（平成21年度～平成23年度）

につきましては、第１回事業計画策定推進委

員会を来る６月26日開催し、以降４回程度の

委員会を経まして答申をいただき、決定して

いくことになります。本市といたしましては、

現状の保険料をできる限り維持したいと考え

ておりますが、特別養護老人ホーム入居者、

待機者の現状、及び介護報酬改定に係る検討

が国においてなされていること等、介護保険

料にかかわる重要な要素となってまいります。 

 今後、国の動向に注意を払い、またこうい

った橋本市の現状をよく見極めまして、策定

委員会に諮問してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

〔幼保一元化推進室長（前田彦尚君）登壇〕 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）こども

園の質問にお答えいたします。 

 橋本市の公立園から法人への引き継ぎは、

大変重要な課題であると考えています。教

育・保育の内容やカリキュラムの調整、保育

士や幼稚園教諭同士の引き継ぎや保護者の皆

さんとの意見調整、共同保育による子どもと

の引き継ぎなどたくさんの重要な課題があり

ます。 

 引き継ぎ保育において最も大切なことは、

子どもやその保護者が戸惑いや混乱なく、期

待をもって新しいこども園に移行できるよう

にすることが大切であると考えています。 

 そのために保育士、保護者、法人それぞれ

の立場から保育の流れや子どもに対する理解

を深め、保育士同士や保護者との連携を十分

図り、きめ細やかに引き継ぐことが大事だと

考えています。 

 特に、高野口こども園へ統廃合される該当

園の保育士自身が動揺することなく、日々の

保育の中で余裕と安心感を持って子どもたち

と接することが大変重要であると考えます。 

 今回の法人は、これまでも他市からの委託

を受けた経験を持っていますので、引き継ぎ

にあたっては無理のない計画でスムーズに進

められる事と考えておりますが、市としても

該当園と法人との調整に全力を傾注し、スム

ーズに引き継ぎいでまいりたいと考えていま

す。 

 次に、すみだこども園開設に向けて、保護

者、地元住民も参加した（仮称）検討委員会

を立ち上げてはどうかとのおただしですが、

現在市職員で構成する検討委員会において、
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説明会やパブリックコメントで出された意見

を整理し総括をしているところであります。

まずは、７月上旬をめどに隅田地域の再配置

計画について関係地域の保護者や地元住民と

の協議の場を設けご意見をいただきたいと考

えています。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）まず、幼保一元化５カ

年計画について再質問を行います。 

 今、引き継ぎの問題が重要な課題であると

いうことと、保育士同士、まだ保育士と保護

者との連携も大事であるという答弁をいただ

きました。 

 ただ、具体的にこれからどういうふうに引

き継いでいくのかということについての答弁

がありませんでしたので、まず、タイムスケ

ジュールといいますか、そのことについてお

尋ねします。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）今、考

えておりますことをタイムスケジュールを含

めて答弁したいと思います。 

 まず、先ほど答弁いたしましたとおり、子

どもが不安なく期待を持ってこども園に移る

こと。そして日々、保育をなされている保育

士自身が余裕と安心感を持って子どもたちと

接する、これが一番基本になってきます。 

 具体的にいいますと、６月、７月は保護者

との話し合いを計画しております。保育参観

が６月から７月に入っておりますので、保育

参観終了後、あるいはまた、それ以外の日、

園によってそれぞれ事情がございますので、

保護者との話し合いを考えております。 

 それから共同保育、いわゆる保育士が該当

５園に入って共同保育する期間ですけども、

平成21年１月から２月までの２カ月間を考え

ております。３月につきましては、園の行事

等がたくさん控えておりますので、差し支え

があったらいけませんので、控えたいと思っ

ております。 

 それから、３月末には新しいこども園が完

成します。ということで、園児の体験保育と

か、またこども園の見学会といって地域の皆

さんとか保護者の皆さんにも来ていただきま

して、入園へとつなげていきたいと思ってお

ります。 

 21年１月から入るわけですけども、それま

での事前の準備というのが要ります。これに

つきましては、具体的には、引き継ぎにあた

っての心構えとか、保育の流れ、子どもの理

解、そういうものの話し合いを持つ場、該当

５園の保育士と今度の法人の保育士の交流の

場を設けながら、保育士同士でうまく引き継

げるように市としても全力を挙げてやってい

きたいとこういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）一つ目は、今タイムス

ケジュールも説明があったのですけれど、子

どもたちがスムーズに新しい保育園に慣れる

ためには、保育士同士のいろいろな引き継ぎ、

連携も大事ですし、また保護者の方の協力と

いいますか、理解もものすごく大事になって

くると思うんです。６月、７月と懇談を持た

れるということなんですけれども、今まで、

去年からの経過の中で、保護者の皆さんとの

間では、かなり行政に対する信頼関係という

のが、壊れているというふうに私自身は思っ

ているんです。 

 去年、６月議会で発表の後も、各園での説

明会であるとか、いろいろされてはきている

のですが、その中で、保護者からの質問に対

して、肝心なところ、基本的なところでは一
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切変えられないと、お互いに話し合うという

のではなくて、もう平行線のまま来ていると

いうところであるとか、また、そういういろ

いろな経過、そこから、かなり信頼関係とい

うのが壊れていると思うんですけれども、こ

のことはやはり子どもたちに相当な影響を及

ぼすのではないかなというふうに思うんです。 

 その辺で、懇談を持つということではある

んですけれども、どういうふうに保護者との

間で信頼関係をつくっていくのかというのが

一つと、先ほど１月、２月と共同保育という

説明があったのですが、いろいろと民間委託

された保育所の経験とか研究されているとは

思うんですが、よく出てくる大東市の上三箇

保育園の場合、裁判までいったところですけ

れども、１月から３月までの３カ月の引き継

ぎ保育では不十分であるという判決が下され

ています。それとあわせてみても、この２カ

月の共同保育で本当に十分な引き継ぎができ

るのかということが一つあります。 

 それと、事前の共同保育なんですけれども、

まだこれから採用ということになってきます

ので、新卒の方であれば、まだ学生でありま

すし、また、現在、ほかの保育園で働いてい

る方であれば、そこでの仕事もそれがどうな

るのかということもありますし、実際に本当

にこの２カ月間、きっちりとした共同保育が

できるのかというところがすごく疑問なんで

すが、その辺のところはどのように考えてお

られるのか。 

 また、来年の４月以降の共同保育というこ

とを考えておられないのかお尋ねします。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）まず一

点目の、保護者の皆さんとの信頼関係でござ

います。 

 当初、保護者の皆さんもいろいろな不安等

があって、しっくりいっていなかった部分が

あったかと思いますけれども、一応法人が決

まりまして、いろいろと説明する中で一定の

理解を得たものと思っております。保護者の

皆さんにいろいろと意見も聞いたところ、決

まった以上は、これは反対しても仕方がない

ということで、高野口こども園については受

け入れていくということも聞いておりますの

で、何とかこれから保護者との説明会をやっ

ていきますので、修復はできるものと考えて

おります。 

 それから、大東市の事例を出されまして、

引き継ぎ期間が３カ月間やったら短いのでは

ないかということですけれども、引き継ぎ保

育というのは、期間の問題じゃないと思うん

です。長い短いの問題じゃなしに、園と法人、

あるいは市との関係、あるいは信頼関係が一

番大切なわけです。そういうことで、事前に

１月から始まりますけれども、事前にいろい

ろ話し合いを持ったり、子どもの理解を深め

たり、保育の流れをつかんだり、そういうこ

とを十分にいたします。そやから、１月から

顔も知らん同士が入っていくわけではないん

です。そういうことで、事前に十分、保護者

の皆さんとか保育士同士の話し合い、これを

十分にやっていきたいと思っております。 

 三点目です、それから、２カ月間ではきっ

ちりとした共同保育ができるのかということ

ですけど、それはできます。これはちゃんと

体制を整えてやっていきますので、保護者に

不安のない形でやっていきたいと思っていま

す。 

 それから、来年４月以降については、ちょ

っと今考えてございません。よろしくお願い

いたします。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）信頼関係であるという

ふうにおっしゃいました。そこで、子どもた

ちが主人公というか、大事やと思うんです。
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ちょっとほかの神戸市の例ですけども、少し

紹介します。 

 ここの場合は、2007年７月に民間移管され

たのですけれども、事前の引き継ぎはせずに

４月に入ってから引き継ぎの共同保育をされ

た経験です。民間の保育士の報告なんですけ

れども、例えば１歳児の場合ですが、お昼寝

のとき、民間の法人の保育士と、もともとの

保育士と共同で保育していく中で、何人かの

子どもたちは、法人の職員がそばについて寝

かしつけようとすると嫌がって、中でもすご

く激しく声を上げて、公立職員を呼び続ける

子どもがいらっしゃって、公立の職員は自分

たちがいると、法人職員に子どもたちが慣れ

ないだろうからと、その時間帯になったら、

部屋を出て行って、結局その子どもは泣きな

がら寝る日が何日も続いた。 

 そして、実際に移管して法人だけの職員に

なったら、今度はその子どもが、ものすごく

かみつきをするようになった。それはその子

どもだけではなくて、クラス全体でものすご

く激しいかみつきが始まった。１歳児の子ど

もですから、自分で自分の思いというのを言

葉にはできないので、こういうふうな行動で

やっぱり自分はもともとの保育士のほうがい

いんだということをあらわしている。 

 こういう例であるとか、またほかでは、先

ほどの大東市の上三箇保育園では、４月１日

から新しい法人の保育士にかわったのですけ

れど、そのときは、前の公立のときの所長が

週３回、指導という形では入っておられたと

ころです。５歳児なのですが、保育園では給

食を食べることがなかなかできなくて、発熱

したために、保護者に連絡して家に帰った。

家に帰ったら、食事もたくさん食べて元気に

なる。 

 それとか、法人になった途端に、徐々に登

園を嫌がるようになった子ども、４日目には

お母さんの髪を引っ張ったり、泣き叫んで、

結局保育士が対処できずに、保育園に残らず

にまた家に帰ることになった。家のほうでは、

保護者のお母さんたちが、保育園に行こうね

という話をいろいろ働きかけて、登園するよ

うにはなったのだけれども、この子どもは、

新しい園になっておもしろくないという思い

はなかなか解決しなかったということとか、

子どもたちは自分ではっきりと言葉にはでき

ないけれども、いろいろな行動でなじんでい

けない、やっぱりもとのほうがいいんだとい

うことをあらわすというようないろいろな例

があります。 

 先ほどしっかり引き継ぎもしていくし、期

間は問題ではないというふうにおっしゃいま

したけれども、いろいろな各地の経験の中で

は、移管前１年間と移管後１年間、このぐら

いの期間はしっかりと引き継ぎにあたったほ

うが子どもたちにとってもスムーズにいくと

いうふうな経験なんかも出されていますので、

２カ月で絶対大丈夫だというふうにおっしゃ

いましたけれども、もっと真摯に謙虚に取り

組んでいただけたらというふうに思います。 

 それと、先ほども言いましたけれども、新

しい法人の保育士がどういう形で、どういう

方が採用されるかわからないんですけれども、

今、実際に、例えば公立園で働いて、嘱託、

臨時の保育士が働いておられて、新しい法人

に採用された場合に、なおかつ、今の５園と

は関係ない園で働いている方が採用された場

合に、実際問題として事前の引き継ぎという

のは、共同保育に入るということが可能なの

かどうか、その辺をどういうふうに考えてお

られるのか、お尋ねします。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）まず一

点目のいろんな事例をお聞かせいただきまし

た。その共同保育の期間は１月から２カ月な
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んですけれども、既に今もう現在、該当５園

の保育士は引き継ぎ保育に入っているんです

よ。それに向けて、日々引き継ぐという気持

ちで、そういう中で保育をしているわけです。

単に期間だけの問題じゃないと思うんです。

そういうことで、そういう事例がないように

やっていきたいと思います。 

 それと、公立園の臨時嘱託の職員、５園以

外の職員が採用された場合の引き継ぎです。

それはちょっとまだ現在、他の園で３月末ま

で保育士として携わるわけですので、１月、

２月のその方が、共同保育という形というの

は、ちょっと考えられないのかなと思ってお

るんですけれども、以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今の説明はよくわから

なかったのですが、私は確かに引き継ぎに向

けてということで、多分その一人ひとりの子

どもについて、この子どもはどういう性格で

あるとか、どういう癖を持っているとか、い

ろんなことをまとめているという意味ではな

いかと思うんですけど、そのまとめたものを

「はいっ」と渡されて、その職員が決まって

から、渡されて、すぐにその子どものことが

理解できるかというと、それはちょっと難し

いのではないかと思うんです。仕事をしなが

ら、実際に保育をしながら、実際に仕事をし

ている中で、また新しい次の、言うたら150

人とかの子ども。まだ実際にはどの子どもが

入園されるのかというのは決まっていない段

階ですので、細かいところでは言えない部分

がたくさんあるのですけれども、書類を見た

ら引き継げるというものではないと思うんで

す。そういう点で、今の説明では不十分だと

いうふうに思います。 

 それと、２番目のことで、結局真剣に引き

継ぎに対して考えておられるのかというのが、

すごく疑問を感じるような答弁だったのです

が、なおかつそれで２カ月で絶対大丈夫です

という先ほどの答弁もありますし、この辺の

整合性についてもう一度お願いいたします。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）今の子

どもの状態、保育士同士の引き継ぎについて

は、新しい保育士が決まるのが10月以降にな

ると思います。先ほども答弁させていただき

ましたけども、子どもの理解、保育の流れ、

それから引き継ぎにあたってのいろんな心構

えというのは、ちゃんと場を設定しまして、

ちゃんとさせていただきます。それと、入る

前に保育士同士の交流の場、そういうのを市

としては必要かと思って考えております。そ

ういう中で、一人ひとりの子どもの記録とか

ございますので、そういうものも研究しなが

ら、協議しながら引き継いでいったらいいか

と思います。 

 ですので、10月、11月、12月、このあたり

ではそういう作業が残っておりますので、そ

れはさせていただきます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）再度確認させていただ

きます。 

 実際に入園者が決まってからになると思う

んですけど、現在の保育士、また保護者の方、

それと法人の新しい保育士と実際に一つの場

に集まって、話し合いを持つ場というのをも

っていただけるということで、間違いないで

すね。確認です。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。

はっきり答えてください。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）はっき

りさっきも答えたんですけども、１月から２

月にかけて、「はい、現場に行きます」と、顔

も知らん保育士同士、そんなわけにいかない

と思うんです。前もって、保育士同士の交流

の場、子どもの状態を確認し合ったり、話し
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合いをするそういう場は必要だと思っており

ますので、そういう場は持っていきたいと思

っております。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）すみだこども園のほう

に移ります。 

 今、高野口こども園はそういう形で進んで

いくんですけれども、すみだこども園は先ほ

どのお話ですと、市の中では検討委員会を今

立ち上げて、その中で、７月上旬をめどに保

護者とか地元との話し合いをしていこうとし

ているところだというふうなお話だったので

すが、その中で、場所の問題とか今までもい

ろいろ議会でも出てきましたし、地元にとっ

ても一番いい形でというか、納得できる形で

進めていけるように。 

 今までの説明会でしたら、これは決まった

ことだから、これは絶対変えませんという形

の説明会が多かったんですけれども、そうで

はなくて、やはり地元にとっても、子どもた

ちにとっても一番いい形で進められるような、

そういう場をつくってもらえたらと思うんで

すが、その説明会だけではなくて、検討する

場というか、お互いに意見を出し合って、そ

の中でいいものをつくっていう場にしていた

だきたいのですが、いかがですか。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）先ほど

もお答えさせていただいたんですけども、７

月上旬をめどに地元の方や保護者の皆さんも

入っていただいて、意見を聞く場を設けて、

そこを中心に進めていきたいと、こう考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）意見を聞くだけではな

くて、一緒につくっていく、そういう場にし

ていただきたいのですが、いかがですか。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）もちろ

ん地元の皆さんとか、保護者の皆さんに入っ

ていただくということは、市の一方的な考え

方ではこれは進んでいかないと思うんです。

そういうことで、関係者の皆さん方に入って

いただいて、進めていくことになっておりま

すので、もちろん聞いたよ、でも、これを進

めていくよと、そんなやり方では通用しない

と思いますので、十分に意見を聞いて進めて

いきたいと思っています。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今の言葉を忘れないで

進めていっていただきたいというふうに思い

ます。 

 それと、幼保一元化５カ年計画によります

と、毎年、毎年、１園ずつ開園していくとい

うことになっているのですけれども、その計

画どおりではなく、１園ずつ多少ずれたとし

ても、じっくりと納得がいくような形で進め

ていってもらえたらと思うんですが、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化推進室長。 

○幼保一元化推進室長（前田彦尚君）すみだ

こども園につきましても、22年４月という計

画になっておるんですけれども、現実を考え

た場合、もう物理的にいろんな諸条件を考え

た場合、これは22年４月というのは無理だと

思います。そういうことで、いろんな皆さん

の意見を聞きながら、１個、１個進めていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、介護保険に移ります。 

 ①番で介護保険が導入されたことによって、

介護が社会全体のテーマになり、また橋本市
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においても、サービス提供が増えてきた。現

在の利用状況についても、教えていただいた

んですが、その中で③番ですが、まだ財務省

の諮問会議で出た意見だけなんですけれども、

介護の給付がどんどん増えてきているので、

これを減らすためにということで、いろいろ

なことを財務省のほうでは考えているという

ことなんですが、このことは、この間いただ

いた福祉新聞によりますと、３年前の2005年

の介護保険法改正に向けた厚生労働省の審議

会などで、一部の有識者、団体からも提案さ

れた。そのときは、それは実行されなかった

のです。ただ、やはり介護給付が増えてくれ

ば増えてくるほど、こういう形で、要介護度

の低い人が削られてくる方向が出されてくる

というのは、予想されることです。 

 そういう中で、実際に現在の橋本市の要介

護認定の割合で言えば、３分の２の方が要介

護２以下であると。こういう方が、実際に介

護保険の給付の対象外になったら、今受けて

いるサービスが本当に受けられなくなってし

まうということで、実際にかなりの混乱が起

こってくるし、介護保険制度をつくったそも

そもの根幹を覆すようなことになるのではな

いかと思うんです。 

 市長にお尋ねいたします。私自身は、もし

本当に要介護２以下の方が、介護保険制度か

ら除外されるようなことになれば、介護保険

制度そのものがつぶれてしまうのではないか

と考えているのですけれど、市長はもしこの

ことが実行された場合に、良いと考えるのか、

良くないと考えられるのか、どちらでしょう

か。 

○議長（中上良隆君）副市長でもよろしいで

すか。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）特に私という指名をあ

りがとうございます。 

 非常にこの介護保険の問題も流動性が多い

わけでございますし、私も的確な判断がいた

しかねますので、担当者のほうから答弁をい

たさせます。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今の質問にお

答えします。 

 その件につきましては、新聞報道によりま

すと、厚生労働省による検討を経ず示された

ものであると。桝添厚生労働大臣についても、

このことについては遺憾であると。大臣にも

何の相談もなかったということであります。 

 私、健康福祉部長といたしましても、この

ようなことをされますと、今まで橋本市が予

防ということでいろんな方に協力をいただい

て、筋力トレーニングとかいろんな事業をし

てまいりました。そういうことが、すべて何

やったんやろうなという形になりますので、

私個人としては、こういうことをされますと、

非常に高齢者の該当される方は困るのではな

いかと思ってございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）市長が、なぜ答えてい

ただけなかったのかがよくわらかないんです。

別にこれは決まったことでも何でもないので

す。今部長がおっしゃられたように財政審が

答申をしてきたという中身で、実際の議論が

本当に厚生労働省の中で行われるかどうかと

いうのもまだわからないことなんですけれど

も、ただ、これが行われたら、今部長がおっ

しゃったように、今までの介護保険が導入さ

れてからの努力が本当に何もならない、そう

いうことにつながっていくと思うんです。そ

の辺の市長の認識といいますか、ご意見が聞

きたかったのですが、まだ無理でしょうか。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）私のほうからかわり
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ましてご答弁をさせていただきたいと思いま

す。 

 今、おっしゃられているようなことが、仮

に何も考えられずに実行されるということに

なれば、大変なことになるかと思います。 

 ただ、過去の私が実際に経験してきた中で

の一例を申し上げますと、過去に介護保険制

度が始まった当時、介護タクシーというヘル

パーの資格を持った運転手がタクシーを運転

するという制度が、要支援の方でも使えると

いうような形でありました。それが、要支援

が次の３年目の制度の見直しの折に、その要

支援の方が使えなくなったということがござ

います。それと、それまでヘルパーと同じ介

護報酬だったのが、１回幾らという単価的に

ちょっと安い金額に変わったという経緯がご

ざいました。 

 要は、本当に必要な人に本来あるべき姿で

サービスが提供されているかどうかというと

ころに非常にいろんな問題が出てきまして、

制度が見直されてきたという過去の経過があ

ります。仮に、介護度２の方に何らかの影響

があるとすれば、やはりその裏づけがないと

なかなか変更するのは難しいかと思いますの

で、そこらあたりは、今後、厚生労働省の中

で十分議論されて決められていくものという

ふうに私は思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）医療の場合ですと、保

険証を持って行けば、どこでも医療が受けら

れると。ただ、介護保険の場合は、認定を受

けて、介護度を決定して、また、介護度によ

って保険がきく限度額が決まっているという

形で、やり方が違うわけです。その中で、介

護給付が増えてきたということで、本当に必

要な介護なのかどうか、副市長の言葉で言え

ばそういうことになるのですけれども、そう

いう形での見直しが行われ、今まで受けてい

た介護サービスが受けられないようにという

方向に第３期目でも行われたわけです。それ

と同時に予防に力を入れていくと。 

 今回、４期目の見直しにあたって、また介

護給付がどんどん増えてくる。それと、介護

報酬の見直しも同時に行われなければならな

いということも相まって、いろいろな形で社

会保障費の伸びを抑えるという大目的のため

にいろいろな形で給付削減が考えてこられる

という背景があると思うんです。 

 そういう中で、私はできるだけご本人の要

望どおりの介護が受けられるようになるのが

一番だとは思うんですが、画一的に要介護２

までの人は、軽度だから介護保険から外した

らいいんだというふうな考え方にならないよ

うに、できたら市長のほうからも、市からも

国のほうに要望を上げていってもらいたいと

思って、この質問をしています。 

 ただ、国が言うてくるのを待つのではなく

て、やはり市民が受けたい介護を受けられる

ようにできるだけ国への働きかけということ

もしていただけたらと思うんですが、市長、

いかがですか。 

○議長（中上良隆君）阪本君、質問がちょっ

と。 

 副市長。 

○副市長（清原雅代君）受けたい人が受けら

れる介護ではなくて、その人にとって真に必

要な介護を受けられるような状況というのは

必要であると思っておりますので、先ほどの

お話のちょっと続きになるんですけど、要は、

その介護タクシーを要支援の方は受けられな

くなったかといったら、そのタクシーの運転

手は一旦降りて、その方の介護をしながら、

タクシーを降りていただく、乗降していただ

くというサービスを提供しないといけないの

に、要は１人で乗って、１人で十分に乗り降
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りできる方が、そういうのをすごく利用され

ていたという結果的にいろんな問題が出てき

たという中で、それも制度として見直しがさ

れたというのがあります。本来の、本当に乗

降の際に、サービスを提供しながら利用して

いただきたい方の利用というのは、本当に必

要であると思いますので、そういった形での

真にその方にとって、受けたいサービスを受

けるというのではなくて、真に必要なサービ

スについては提供していくという考え方は、

求めていかなくてはいけないのかなと思いま

す。 

○議長（中上良隆君）副市長、国に対して要

望についてはどうですか。 

 副市長。 

○副市長（清原雅代君）答弁もれがございま

した。 

 ですから、そういう視点で、必要な要望に

ついては、今後していきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）よろしくお願いいたし

ます。 

 ４番目なんですけれども、これからいろい

ろな実態調査をしながら、また施設計画とか

もいろんな観点で資料も出しながら策定委員

会のほうで検討されていくのですけれど、今

現在、橋本市の場合、介護保険料が３年ごと

に引き上げられて、標準でも4,858円と5,000

円に近いところまできているんです。今、こ

の介護保険だけじゃなくて、住民税のことも

ありますし、また、後期高齢者医療制度の保

険料もありますし、物価も上がってきていま

すし、本当にぎりぎりのところまで介護保険

料も上がってきていると思います。 

 先ほどもできるだけ現状が維持できるよう

にというご答弁でしたので、できるだけの方

法を考えていただいて、維持できるようによ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）これをもって２番 阪

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時15分まで休憩いたします。 

（午後１時59分 休憩） 

 


